
昭

和

二

十

八

年

十

二

月

八

日

受

領 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

（
質
問
の 

六
）

答

弁

第

六

号 

    

衆
議
院
議
員
井
堀
繁
雄
君
提
出
中
小
企
業
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す
る
。 

内
閣
衆
質
第
一
号 

昭
和
二
十
八
年
十
二
月
八
日 

衆

議

院

議

長 

堤 
 

康 
次 

郞 

殿 

内
閣
総
理
大
臣 

吉 

田 
 

茂 

一 

 



 

三 

衆
議
院
議
員
井
堀
繁
雄
君
提
出
中
小
企
業
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書 

一 

中
小
企
業
の
定
義
に
つ
い
て 

（1） 

中
小
企
業
等
協
同
組
合
法 

工
業
部
門
に
お
い
て
は
、
従
業
員
三
〇
〇
人
以
下
の
も
の
、
商
業
部
門
に
お
い
て
は
、
従
業
員
三
〇
人
以
下
の
も
の

を
い
う
。
な
お
、
公
正
取
引
委
員
会
は
、
こ
れ
ら
の
範
囲
の
内
外
を
問
わ
ず
実
質
的
に
中
小
企
業
に
属
す
る
か
ど
う
か

を
判
断
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
な
つ
て
い
る
。 

（2） 

中
小
企
業
安
定
法 

従
業
員
三
〇
〇
人
以
下
の
工
業
部
門
に
属
す
る
事
業
者
を
い
う
。 

（3） 

中
小
企
業
信
用
保
険
法
お
よ
び
中
小
企
業
金
融
公
庫
法 

資
本
金
一
〇
〇
〇
万
円
以
下
ま
た
は
従
業
員
三
〇
〇
人
以
下
（
商
業
部
門
に
お
い
て
は
従
業
員
三
〇
人
以
下
、
鉱
業

部
門
に
お
い
て
は
従
業
員
一
〇
〇
〇
人
以
下
）
の
事
業
者
を
い
う
。 



二 

中
小
企
業
の
現
況
に
つ
い
て 

（2） 

従
業
員
数
に
つ
い
て
は
、
従
業
員
二
〇
〇
人 (

商
業
部
門
に
お
い
て
は
三
〇
人) 

未
満
の
も
の
を
中
小
企
業
と
す
れ 

（1） 

事
業
数
に
つ
い
て
は
、
従
業
員
数
二
〇
〇
人 (

商
業
部
門
に
お
い
て
は
三
〇
人) 

未
満
の
も
の
を
中
小
企
業
と
す
れ 

（4） 
企
業
診
断
等
の
行
政
指
導
を
行
う
に
つ
い
て
は
、
以
上
の
基
準
に
よ
る
ほ
か
、
生
産
額
、
出
荷
額
等
を
勘
案
し
て
、 

ば
、
そ
の
事
業
所
数
お
よ
び
こ
れ
が
全
体
の
事
業
所
数
の
中
に
占
め
る
割
合
は
次
の
通
り
で
あ
る
。 

四 

実
質
的
に
中
小
企
業
で
あ
る
も
の
を
そ
の
対
象
と
し
て
い
る
。 

全

体

の

事

業

所

数 
 

 
 

 
 

 
 

中
小
企
業
の
事
業
所
数 

 

全 

産 

業 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

三
、
一
九
八
、
七
二
〇 

 
 

 
 

 
 

 

三
、
一
九
四
、
○
〇
三 

（
九
九
・
九
％
） 

 

製
造
業
部
門 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

四
九
五
、
三
三
二 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

四
九
二
、
八
二
一 

（
九
九
・
五
％
） 

 

商 

業 

部 

門 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

一
、
四
三
四
、
三
四
一 

 
 

 
 

 
 

 

一
、
四
二
八
、
八
九
一 

（
昭
和
二
十
六
年
度
総
理
府
事
業
所
統
計
に
よ
る
） 

（
九
九
・
六
％
） 

 



（4） 

貿
易
に
お
い
て
中
小
企
業
の
占
め
る
地
位 

（3） 

生
産
額
に
お
い
て
、
中
小
企
業
の
占
め
る
地
位 

ば
、
そ
の
従
業
員
数
お
よ
び
全
雇
傭
者
中
に
占
め
る
割
合
は
次
の
通
り
で
あ
る
。 

五 

全

体

の

従

業

員

数 
 

 
 

 
 

 
 

中
小
企
業
の
従
業
員
数 

 

全 

産 
業 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

一
六
、
三
三
四
、
七
五
七 

 
 

 
 

 
 

一
三
、
三
〇
九
、
〇
五
〇 

工
業
統
計
速
報
に
よ
れ
ば
、
昭
和
二
十
六
年
の
一
年
間
に
お
け
る
全
生
産
額
四
、
一
二
〇
、
五
一
三
、
二
七
五
千
円
の

内
、
中
小
企
業(

従
業
員
二
〇
〇
人
未
満
の
も
の)
の
生
産
額
は
一
、
八
三
八
、
四
五
四
、
二
七
八
千
円
で
全
体
の
四
四
・
六

％
を
占
め
て
い
る
。 

（
九
一
・
五
％
） 

 

製
造
業
部
門 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

五
、
五
〇
四
、
六
〇
七 

 
 

 
 

 
 

 

三
、
七
五
六
、
一
四
〇 

（
六
八
・
二
％
） 

 

商 

業 

部 

門 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

四
、
〇
二
五
、
六
四
一 

 
 

 
 

 
 

 

三
、
六
五
六
、
○
六
三 

（
昭
和
二
十
六
年
度
総
理
府
事
業
所
統
計
に
よ
る
） 

（
九
〇
・
八
％
） 

 



三 

中
小
企
業
の
金
融
に
つ
い
て 

（1） 

中
小
企
業
関
係
の
金
融
機
関
に
つ
い
て 

生
産
財
の
輸
出
に
お
い
て
中
小
企
業
の
占
め
る
地
位
は
比
較
的
低
い
が
消
費
財(

雑
貨
、
繊
維
製
品
等)

の
輸
出
に
お

い
て
は
、
中
小
企
業
者
の
手
に
係
る
商
品
の
輸
出
額
が
、
全
輸
出
額
の
六
〇
％
―
六
五
％
に
当
る
も
の
と
推
定
さ
れ
、

き
わ
め
て
重
要
な
地
位
を
占
め
て
い
る
。
特
に
全
輸
出
額
の
九
〇
％
以
上
を
中
小
企
業
の
製
品
で
占
め
て
い
る
も
の
と

し
て
、
絹
人
絹
織
物
、
メ
リ
ヤ
ス
肌
着
、
室
内
用
縫
製
品
、
製
綿
、
麻
綱
、
塩
化
ビ
ニ
ー
ル
製
品
、
工
業
用
革
製
品
、

鉛
筆
、
手
縫
針
、
玩
具
、
漆
器
等
が
あ
げ
ら
れ
る(

昭
和
二
十
八
年
四
月
―
六
月
分
の
中
小
企
業
統
計
に
よ
る
。) 

中
小
企
業
金
融
に
関
係
の
あ
る
金
融
機
関
の
う
ち
中
小
企
業
に
対
す
る
融
資
に
お
い
て
、
そ
の
絶
対
額
と
い
い
割
合

と
い
い
市
中
銀
行
の
占
め
る
比
重
は
甚
だ
大
き
い
が
一
般
市
中
銀
行
に
よ
る
中
小
企
業
金
融
に
は
、
お
の
ず
か
ら
限
界

が
あ
る
の
で
別
に
中
小
企
業
の
た
め
に
専
門
的
な
金
融
機
関
が
あ
つ
て
、
そ
の
特
殊
な
需
要
に
応
じ
て
い
る
。
こ
れ
ら

の
専
門
的
金
融
機
関
と
し
て
は
、
政
府
が
中
小
企
業
金
融
の
た
め
に
特
に
設
け
た
商
工
組
合
中
央
金
庫 (

中
小
企
業
等 

六 

 



（2） 

中
小
企
業
に
対
す
る
融
資
の
現
況
に
つ
い
て 

中
小
企
業
金
融
に
関
係
の
あ
る
金
融
機
関
の
中
小
企
業
に
対
す
る
融
資
状
況
は
、
本
年
六
月
末
現
在
で
次
の
と
お
り

で
あ
る
。 

協
同
組
合
の
系
統
的
金
融
機
関)

国
民
金
融
公
庫
及
び
本
年
九
月
に
業
務
を
開
始
し
た
中
小
企
業
金
融
公
庫(

長
期
資
金

の
融
通
を
目
的
と
す
る)

と
、
法
律
に
基
き
政
府
の
監
督
を
受
け
て
発
達
し
た
信
用
金
庫
、
信
用
協
同
組
合
及
び
相
互

銀
行(

無
尽
会
社)
が
あ
る
。 

金
融
機
関
別
中
小
企
業
融
資
残
高 

銀 
 

行 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

八
五
七
、
三
四
八 

 
 

 
 

 

六
五
・
八 

相
互
銀
行(

無
尽
会
社) 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

二
三
六
、
五
三
八 

 
 

 
 

 

一
八
・
一 

金
額
（
百
万
円
） 

 
 

 
 

 

割
合
（
％
） 

（
昭
和
二
十
八
年
六
月
末
現
在
） 

七 

 



信
用
組
合 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

一
五
、
○
○
〇 

 
 

 
 

 
 

一
・
一 

信
用
金
庫 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

一
二
九
、
一
一
七 

 
 

 
 

 
 

九
・
九 

八 

商
工
中
金 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

三
七
、
二
三
二 

 
 

 
 

 
 

二
・
九 

国
民
金
融
公
庫 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

二
二
、
七
八
〇 

 
 

 
 

 
 

一
・
七 

開
銀
に
よ
る
中
小
企
業
貸
付 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

五
、
〇
一
六 

 
 

 
 

 
 

〇
・
五 

計 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

一
、
三
〇
三
、
○
三
一 

 
 

 
 

一
〇
〇
・
○ 

註
、
銀
行
は
資
本
金
一
千
万
円
以
下
の
企
業
の
分 

な
お
本
年
六
月
末
に
お
け
る
全
金
融
機
関(
全
銀
行
、
全
中
小
企
業
金
融
機
関
、
農
中
、
信
用
農
協
連
、
生
命
保
、

開
銀
等)

貸
出
残
高
に
占
め
る
中
小
企
業
貸
出
の
割
合
は
、
次
の
と
お
り
に
な
つ
て
い
る
。 

（
百
万
円
） 

全
金
融
機
関
貸
出
残
高 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

三
、
三
五
七
、
三
六
四 

中
小
企
業
貸
出
残
高 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
一
、
三
〇
三
、
〇
三
一 

 



 

九 

割 
 

合 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

三
八
・
八
％ 

右
答
弁
す
る
。 




